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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

  

（注）１．売上高には消費税は等は含まれておりません。 

２．当社は第10期中より中間連結財務諸表を作成しております。なお、第9期までは、連結財務諸表を作成していないため記載

しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりませ

ん。 

４．第10期中及び第10期の1株当たり中間（当期）純損失は、平成16年5月20日付で1株を5株とする株式分割が行なわれている

ため、当該分割が期首に行なわれたものとして計算しております。 

５．当社は第11期中より信託業務を行っているため、売上高のうち信託報酬の金額、信託財産額について記載しております。 

回次 第９期中 第１０期中 第１１期中 第９期 第１０期 

会計期間 

自平成15年 
4月1日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
4月1日 
至平成16年 
3月31日 

自平成16年 
4月1日 
至平成17年 
3月31日 

売上高 (千円) － 256,603 372,779 － 1,240,676 

 うち信託報酬 (千円) － － － － － 

経常損失 (千円) － 528,551 456,322 － 539,705 

中間(当期)純損失 (千円) － 433,189 456,586 － 568,718 

純資産額 (千円) － 786,133 1,934,836 － 720,820 

総資産額 (千円) － 4,058,618 3,402,574 － 4,068,555 

１株当たり純資産額 (円) － 10,676.82 20,710.94 － 9,366.37 

１株当たり中間(当期)

純損失 
(円) － 5,918.37 5,135.10 － 8,581.88 

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) － 19.4 56.9 － 17.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － △166,309 △424,081 － △410,969 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － △175,623 △158,959 － △852,742 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) － 2,242,460 △131,505 － 2,299,743 

現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 
(千円) － 2,027,546 448,506 － 1,163,049 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

－ 

 

23 

(11) 

30 

( 8) 

－ 

 

29 

( 8) 

信託財産額 

  

(千円) 

  

  

－ 

 

－  5,131,250 

  

－ 

 

     

     － 

  



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第9期中においては１株当たり中間（当期）純損失であるため

記載しておりません。 

３．第10期中及び第10期の１株当たり中間（当期）純損失は、平成16年5月20日付で1株を5株とする株式分割が行なわれてい

るため、当該分割が期首に行なわれたものとして計算しております。 

４．第10期中より中間連結財務諸表を作成しているため、持分法を適用した場合の投資利益、キャッシュ・フロー計算書に

係る経営指標等の記載をしておりません。 

また、「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純損失」については、記載を省略しております。 

５．当社は第11期中より信託業務を行っているため、売上高のうち信託報酬の金額、信託財産額について記載しておりま

す。 

  

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 

９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 

９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高 (千円) 188,239 256,603 353,870 973,444 1,213,144 

うち信託報酬 (千円) － － － － － 

経常利益又は損失(△) (千円) △159,791 △513,834 △438,918 91,277 △498,244 

中間(当期)純利益又は

純損失(△) 
(千円) △57,534 △419,366 △439,393 87,003 △529,261 

持分法を適用した場合

の投資利益 
(千円) 2,922 - - 3,595 - 

資本金 (千円) 389,375 598,598 1,471,692 588,913 635,691 

発行済株式総数 (株) 12,200 73,630 93,429.77 14,442 76,958.34 

純資産額 (千円) 651,975 795,712 1,990,748 1,195,797 759,540 

総資産額 (千円) 1,383,682 4,066,932 3,456,532 2,395,585 4,106,240 

１株当たり純資産額 (円) 53,440.64 - - 87,799.96 - 

１株当たり中間(当期)

純利益又は純損失(△) 
(円) △4,715.95 - - 6,807.28 - 

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益 
(円) - - - 6,487.02 - 

１株当たり中間(年間)

配当額 
(円) - - - - - 

自己資本比率 (％) 47.1 19.6 57.6 49.9 18.5 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △121,782 - - △747,061 - 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 36,069 - - △86,418 - 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 160,000 - - 742,257 - 

現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 
(千円) 291,529 - - 127,019 - 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

20 

（ 6）

22 

（ 10）

    29 

（  8）

20 

(  8) 

28 

(  8) 

信託財産額 (千円) － － 5,131,250 － － 



２【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社（ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社）、子会社1社及び関連会社

１社により構成されております。当社は創業以来、デジタルコンテンツ業界において、コンテンツ関連投資業務及びビジネス

コーディネーション業務等を通じて知的財産権の管理並びに流動化・証券化等のアレンジメントを手がけてまいりましたが、平

成１６年１２月３０日に施行された信託業法の改正により、平成１7年５月２７日に内閣総理大臣より信託会社の免許を交付さ

れ、６月１３日より営業を開始しております。 

  



 [事業系統図] 

  

デジタルコンテンツに関する事業化支援 
 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

（注）従業員数は就業人員(使用人兼務取締役を含む)であり、契約社員、派遣社員及びアルバイトは、当中間連結会計期間の平均

雇用者数を( )外数で記載しております。 

  

（注）従業員数は就業人員であり、契約社員、派遣社員及びアルバイトは、当中間会計期間の平均雇用者数を（ ）外数で記載し

ております。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社には労働組合はありませんが、労使関係は良好に推移しております 

  

  

(1) 連結会社の状況 平成17年９月30日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

  
デジタルコンテンツ・アレンジメント事業 

  
29（ 8 ）

  
その他 
  

1（ - ）

  
合計 
  

30（ 8 ）

(2) 提出会社の状況   

従業員数(人) 29( 8 )



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の上昇による不安材料を含みながらも企業収益の改善に伴う設備投資の回

復、雇用情勢の改善、株式市場活発化等の明るい要素も見られるなど、景気は緩やかな回復傾向が見られる状況にあります。 

また、デジタルコンテンツに関しましては、地上デジタル放送の開始、プラズマや液晶を使った大画面薄型テレビの普及、第３

世代携帯電話やハードディスク駆動装置（ＨＤＤ）、フラッシュメモリーを内臓した携帯音楽プレーヤーの増加、ブルーレイ・

ディスク等新しい規格による次世代ＤＶＤの開発、光回線ＶＤＳＬ（超高速デジタル加入者線）による大容量の映像コンテンツ配

信サービス開始等の環境整備により、更に今まで以上の付加価値を高めたデジタルコンテンツが求められています。 

 このような環境のもと、当社グループは、平成１７年６月に信託業務への参入を果たし、従来から行なっているデジタルコンテ

ンツ業界におけるデジタルコンテンツ関連投資業務及びコンテンツビジネスを事業化するためのコンサルティングやコンテンツの

流通・配信に関するアドバイス・支援などのビジネスコーディネーションを中心に業務を行なうとともに、松竹株式会社が製作し

た劇場用映画「阿修羅城の瞳」において国内初となる著作権信託を受託いたしました。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は372百万円（前年同期比45.2％増）となりましたが、信託関連業務による報酬の下期ず

れ込み、ビジネスコーディネーション業務に伴う経費が先行したことにより売上原価が562百万円（前年同期比14.4％増）と増加し

たこと、また、信託業務立ち上げに伴い販売費及び一般管理費が338百万円（前年同期比24.0％増）となったことなどにより、営業

損失は527百万円（前年同期比4.0％増）となり、経常損失・中間純損失は、それぞれ456百万円となっております。 

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

  

（デジタルコンテンツ・アレンジメント事業） 

 デジタルコンテンツ・アレンジメント事業におきましては、デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメン

ト業務を積極的に推進し売上拡大を果たしております。 

 投資事業組合東京マルチメディアファンドによるデジタルコンテンツ投資関連業務においては、運営・管理費として、売上高を

20百万円を計上しております。また、ビジネスコーディネーション業務においては、システム開発企画、コンテンツの制作、配信

サービス等の受託により売上高を333百万円計上しました。 

（信託業務及び関連事業） 

  当中間会計期間の信託契約による信託財産額は、5,131百万円となり計画どおりの進捗を示しております。 

  信託報酬及び信託関連事業報酬は，組成・確認事項・契約等のずれ込み等により下期の計上となっております。 

 （その他の事業） 

 新規の事業であるハードウエアセールス事業（デジタルＡＶ家電企画業務）におきましては、今後の事業展開のための生産拠点

や流通確保等のための経費が先行しており、売上高は18百万円計上しましたが営業損失は11百万円となりました。今後、デジタル

コンテンツ・アレンジメント事業との相乗効果を目指し、低価格で高品質のデジタルＡＶ家電の提供を行なうべく準備に努めてて

おります。 



 (2)キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高1,163百万円と比べ、営業投資有価証券

の出資による支出などにより714百万円減少し、当中間連結会計期間末には448百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは424百万円（前年同期比255.0％増）のマイナスとなりました。これは主に、売上債権の減

少額が206百万円となったものの、税金等調整前中間純損失が456百万円、コンテンツ制作等に伴う営業投資有価証券による出資が

192百万円となったことによるものであります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に伴うキャッシュ・フローは158百万円のマイナス（前年同期比9.5％減）となりました。これは主に投資有価証券の取

得による支出を反映したものです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に伴うキャッシュ・フローは131百万円のマイナス（前期同期2,242百万円のプラス）となっております。これは、主に

短期借入金返済125百万円、長期借入金の返済による支出を反映したものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1)生産実績及び受注状況 

当社グループは、広範囲かつ多種多様にわたるデジタルコンテンツに関するアレンジメント業務を主たる事業としております。

事業の種類別セグメントごとの生産及び受注実績については、アレンジメント業務の内容、構造、形式等が必ずしも一様でない

為、その金額あるいは数量を記載しておりません。 

  

(2)販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には,消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

該当する事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
（自平成17年4月1日 

至平成17年9月30日） 

  
前年同期比（％） 

  

  

デジタルコンテンツ・アレンジメント事業（千円） 

  

353,870 

  

＋37.9 

  

その他（千円） 

  

18,909 

  

- 

  

合計（千円） 

  

372,779 

  

＋45.2 

相手先 

前中間会計期間
（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

東京マルチメディアファンド 24,500 9.5 19,000 5.4 

株式会社エムエーエス － － 60,000 16.1 

株式会社ネオ・インデックス － － 29,618 7.9 



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。 

  

  



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在の発行数」欄には平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行さ

れた新株引受権の行使を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 244,000 

計 244,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数

（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成17年12月27日） 

上場証券取引所名
又は登録証券業協
会名 

内容 

普通株式 93,429.77 95,371.51
東京証券取引所
（マザーズ） 

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
制限のない当社にお
ける標準となる株式 

計 93,429.77 95,371.51 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成17年6月23日定時株主総会決議 

（注）1.平成17年9月5日開催の取締役会決議により、平成17年11月18日付で1株を2株とする株式分割を行なっております。これによ

り「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。 

  

  
中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 845 845 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 845 1,690 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 316,785       158,393 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年6月24日
至 平成27年3月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  316,785
資本組入額  158,393 

発行価格   158,393 
資本組入額  79,197 

新株予約権の行使の条件 

次の各号に該当する場合、

新株予約権は喪失し権利行

使はできないものとする。 

１．当社の取締役、監査役

および従業員である対象

者が、当社の取締役、監

査役又は従業員でなくな

った場合。 

２．対象者が、新株予約権

の行使期間の初日の到来

前に死亡した場合。 

３．対象者が、禁固刑以上

の刑に処せられた場合。 

４．対象者が、新株予約権

の第三者に対する譲渡、

質入れその他の処分をし

た場合。 

５．その他の条件について

は、本総会および取締役

会決議に基づき、当社と

対象取締役、監査役およ

び従業員との間で締結す

る新株予約権付与契約に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 



   2．当社が、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる

1円未満の端数は切り上げる。 

  

② 平成16年６月17日定時株主総会決議 

（注） 1.平成17年9月5日開催の取締役会決議により、平成17年11月18日付で1株を2株とする株式分割を行なっております。これに

より「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。 

          
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は処分数×1株当たり払込金額又は譲渡価額 

  調 整 後 
払込金額 

＝ 調 整 前 
払込金額 

× 
分割・新規発行前の株価 

    既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

  
中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 870 870 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 870 1,740 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 121,000 60,500 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年６月18日
至 平成26年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  121,000
資本組入額  60,500 

発行価格   60,500 
資本組入額  30,250 

新株予約権の行使の条件 

次の各号に該当する場合、

新株予約権は喪失し権利行

使はできないものとする。 

１．当社の取締役、監査役

および従業員である対象

者が、当社の取締役、監

査役又は従業員でなくな

った場合。 

２．対象者が、新株予約権

の行使期間の初日の到来

前に死亡した場合。 

３．対象者が、禁固刑以上

の刑に処せられた場合。 

４．対象者が、新株予約権

の第三者に対する譲渡、

質入れその他の処分をし

た場合。 

５．その他の条件について

は、本総会および取締役

会決議に基づき、当社と

対象取締役、監査役およ

び従業員との間で締結す

る新株予約権付与契約に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 



 2.当社が、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

  

  

   ③ 平成15年６月19日定時株主総会決議 

（注）1.平成17年9月5日開催の取締役会決議により、平成17年11月18日付で1株を2株とする株式分割を行なっております。これによ

り「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。 

          
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は処分数×1株当たり払込金額又は譲渡価額 

  調 整 後 
払込金額 

＝ 調 整 前 
払込金額 

× 
分割・新規発行前の株価 

    既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

  
中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 655 655 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 655 1,310 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２ 29,120 14,560 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年６月20日
至 平成25年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   29,120
資本組入額  14,560 

発行価格   14,560 
資本組入額   7,280 

新株予約権の行使の条件 

次の各号に該当する場合、

新株予約権は喪失し権利行

使はできないものとする。 

１．当社の取締役、監査役

および従業員である対象

者が、当社の取締役、監

査役又は従業員でなくな

った場合。 

２．対象者が、新株予約権

の行使期間の初日の到来

前に死亡した場合。 

３．対象者が、禁固刑以上

の刑に処せられた場合。 

４．対象者が、新株予約権

の第三者に対する譲渡、

質入れその他の処分をし

た場合。 

５．その他の条件について

は、本総会および取締役

会決議に基づき、当社と

対象取締役、監査役およ

び従業員との間で締結す

る新株予約権付与契約に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 



２．当社が、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げる。 

③ 平成14年６月20日定時株主総会決議 

（注） 1.平成17年9月5日開催の取締役会決議により、平成17年11月18日付で1株を2株とする株式分割を行なっております。これに

より「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。 

2.当社が、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げる。 

  

          
既発行株式数＋ 

新規発行株式数又は処分数×１株当たり払込金額又は譲渡価額 

  調 整 後 
払込金額 

＝ 調 整 前 
払込金額 

× 
分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 

  
中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 240 240 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 240 480 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２ 41,916 20,958 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年６月21日
至 平成24年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   41,916
資本組入額  20,958 

発行価格   20,958 
資本組入額  10,479 

新株予約権の行使の条件 

次の各号に該当する場合、

新株予約権は喪失し権利行

使はできないものとする。 

１．当社の取締役、監査役

および従業員である対

象者が、当社の取締

役、監査役又は従業員

でなくなった場合。 

２．対象者が、新株予約権

の行使期間の初日の到

来前に死亡した場合。 

３．対象者が、禁固刑以上

の刑に処せられた場

合。 

４．対象者が、新株予約権

の第三者に対する譲

渡、質入れその他の処

分をした場合。 

５．その他の条件について

は、本総会および取締役

会決議に基づき、当社と

対象取締役、監査役およ

び従業員との間で締結す

る新株予約権付与契約に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 

          既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金 



  

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



商法第341条ノ２の規定基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

⑥ 平成16年９月１日取締役会決議 

（注）転換価額は、当社が新株予約権付社債発行後、当社普通株式の時価を下回る価額で新たに当社普通株式を発行し又は当社の有

する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。 

  

  

（なお、「既発行株式数」には当社が有する当社普通株式数は含まない。） 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付与されたものを含む。）の発行、その他新株予約権付社債の要項に定める一定の場合に

も適宜調整される。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）ストックオプション行使及び新株予約権付社債の権利行使による新株の発行に伴う増加であります。 

  

  

  
中間会計期間末現在
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 100 - 

新株予約権の数（個） 100 - 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 - 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 上限     970.87 - 

新株予約権の行使時の当初払込金額（円） 103,000 - 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年10月５日
至 平成20年９月16日 

- 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
当初発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   103,000
資本組入額   51,500 

- 

新株予約権の行使の条件 
 各新株予約権の一部行使は

出来ないものとする。 
- 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし。 - 

          
既発行株式数＋

発行又は処分株式数×１株当たり発行又は処分価額 

  
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 × 

時価 

  既発行株式数＋発行又は処分株式数 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年4月1日～
平成17年9月30日 

16,471.43 93,429.77 836,001 1,471,692 836,001 1,383,292



(4）【大株主の状況】 

（注）前事業年度末現在主要株主であったトヨタ自動車株式会社は、当中間会計期間末では主要株主ではなくなりました。 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

   平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町一番地 8,000 8.56 

日本ビクター株式会社 横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 5,000 5.35 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲三丁目３番３号 4,000 4.28 

土井 宏文 東京都文京区千駄木一丁目２２番２８号 4,000 4.28 

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２２号 3,300 3.53 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 2,657 2.84 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番１０号 2,340 2.50 

バークレイズバンクピーエルシーバ
ークレイズキャピタルセキュリティー
ズエスビーエルピービーアカウント
（常任代理人 スタンダードチャータ
ード銀行） 

（東京都千代田区永田町二丁目１１番１号
 山王パークタワー２１階） 

1,349 1.44 

斉藤 純雄 東京都江東区千石二丁目４番１－４１４号 1,050 1.12 

日興シティグループ証券株式会社 
東京都港区赤坂五丁目２番２０号赤坂パーク
ビルヂング 

404 0.43 

計 － 32,100 34.33 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   8 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 93,421 93,421
権利内容に何ら制限
のない当社における
標準となる株式 

単元未満株式 普通株式  0.77 － － 

発行済株式総数    93,429.77 － － 

総株主の議決権 － 93,421 － 

    平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式
数の合計 
（株） 

発行済株式数に
対する所有株式
数の割合（％）

ジャパン・デジタル・コンテ
ンツ信託株式会社 

東京都港区虎ノ門四丁
目3番10号 

8 － 8 0.01 

計 － 8 － 8 0.01 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 平成１７年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 154,000 290,000 381,000 337,000 321,000 288,000 

最低（円） 108,000 140,000 264,000 276,000 230,000 115,000 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1)  当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下

「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、

改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2） 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正

前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の中間連

結財務諸表並びに前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の中間財務諸表について、中央青山監査法人に

よる中間監査を受けております。 

 また、当中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日）の中間連結財務諸表並びに当中間会計期間（平成17年4月1日

から平成17年9月30日）の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。 

なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間連結会計期間及び前中間会計期間    中央青山監査法人 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間    あずさ監査法人 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※２  2,027,546 448,506  1,163,049 

２．受取手形及び売掛
金 

   139,257 134,127  340,415 

３．営業投資有価証券    - 1,065,127  906,395 

４．営業出資金    934,392 -  797 

５．たな卸資産    207,697 280,229  387,441 

６．繰延税金資産    101,123 -  - 

７．その他    38,166 152,321  88,171 

貸倒引当金    △2,964 △1,890  - 

流動資産合計    3,445,219 84.9 2,078,421 61.1  2,886,271 70.9

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１ 1,097 1,097 1,762 1,762 908 908 

２．無形固定資産       

(1)ソフトウェア   224,600  172,490 198,865  

(2)その他   1,083 225,684 1,630 174,120 1,359 200,225 

３．投資その他の資産       

(1)投資有価証券   42,423  950,248 873,423  

(2)出資金   297,485  92,295 44,965  

(3)その他   36,353  107,311 60,789  

貸倒引当金   △4,413 371,849 △9,243 1,140,610 △9,243 969,936 

固定資産合計    598,631 14.7 1,316,494 38.7  1,171,069 28.8

Ⅲ 繰延資産    14,767 0.4 7,658 0.2  11,212 0.3

資産合計    4,058,618 100.0 3,402,574 100.0  4,068,555 100.0

        

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

   80,703 89,524  135,814 

２．短期借入金 ※３  890,000 812,500  937,500 

３．1年以内返済予定
の長期借入金 

   33,200 33,200  33,200 

４．組合出資預り金    69,596 90,670  118,377 

５．未払法人税等    1,628 3,550  3,079 

６．その他    54,396 29,592  34,162 

流動負債合計    1,129,524 27.8 1,059,037 31.1  1,262,133 31.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金    341,900 308,700  325,300 

２．社債    1,800,000 100,000  1,760,000 

固定負債合計    2,141,900 52.8 408,700 12.0  2,085,300 51.3

負債合計    3,271,424 80.6 1,467,737 43.1  3,347,433 82.3

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    1,060 0.0 - -  300 0.0

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    598,598 14.7 1,471,692 43.3  635,691 15.6

Ⅱ 資本剰余金    510,198 12.6 1,383,292 40.6  547,291 13.4

Ⅲ 利益剰余金    △321,566 △7.9 △917,189 △26.9  △460,603 △11.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   △1,096 △0.0 △1,016 △0.0  △1,523 △0.0

Ⅴ 自己株式    - - △1,943 △0.1  △36 △0.0

資本合計    786,133 19.4 1,934,836 56.9  720,820 17.7

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   4,058,618 100.0 3,402,574 100.00  4,068,555 100.00

        



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   256,603 100.0 372,779 100.0  1,240,676 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 491,248 △191.4 562,324 △150.8  1,236,337 99.7

売上総利益   - 
  

234,645 

- -
  

189,544 

-  4,339 
  
- 

0.3

売上総損失   △91.4 △50.8  -

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２ 272,589 △106.3 338,018 △90.7  534,220 43.0

営業損失   507,234 △197.7 527,563 △141.5  529,881 △42.7

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   145  1,706 742  

２．匿名組合損益分配
額 

  -  90,312 38,970  

３．受取手数料   1,294  - -  

４．その他   332 1,772 0.7 370 92,388 24.8 756 40,468 3.3

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   9,697  12,140 21,543  

２．持分法による投資
損失 

  4,429  5,402 15,669  

３．株式分割費用   3,565  - -  

４．新株発行費償却   1,503  1,503 3,016  

５．社債発行費償却   2,051  2,051 4,283  

６．その他   1,842 23,089 △9.0 50 21,147 △5.7 5,779 50,292 4.1

経常損失   528,551 △206.0 456,322 △122.4  539,705 △43.5

Ⅵ 特別利益      

貸倒引当金戻入   3,497 3,497 1.4 - - - - - -

Ⅶ 特別損失      

投資事業組合損失   - - - - - - 21,135 21,135 △1.7

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  525,054 △204.6 456,322 △122.4  560,840 △45.2

法人税、住民税及
び事業税 

  520  565 1,070  

法人税等調整額   △91,445 △90,925 35.4 - 565 △0.2 8,931 10,001 △0.8

少数株主損失   939 0.4 300 0.1  2,123 0.2

中間（当期）純損
失 

  433,189 △168.8 456,586 △122.5  568,718 △45.8

       



③【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    500,513 547,291  500,513

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１．ストックオプション
行使による新株の発
行 

  9,685 6,001 26,778 

  2.転換社債型新株予約
権付社債の権利行使
による新株の発行 

     - 9,685  830,000 836,001 20,000 46,778

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   510,198 1,383,292  547,291

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    111,623 △460,603  111,623

Ⅱ 利益剰余金減少高     

1.持分法除外による減少高   - - 3,336 

2.持分の減少による減少高   - - 170 

3.中間(当期)純損失   433,189 433,189 456,586 456,586 568,718 572,226

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   △321,566 △917,189  △460,603

      



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  △525,054 △456,322 △560,840 

減価償却費   22,603 26,876 49,322 

持分法による投資損
失 

  4,429 5,402 15,669 

貸倒引当金の増加額   2,209 1,890 4,075 

受取利息   △145 △1,706 △742 

支払利息   9,697 12,140 21,543 

繰延資産償却   3,554 3,554 - 

売上債権の減少額   457,650 206,287 256,492 

営業出資金の減少額   201,079 797 228,277 

たな卸資産の増減額   △188,990 54,711 △368,740 

営業投資有価証券の
増減額 

  - △192,256 - 

長期前払費用の減少
額 

  11,746 3,458 - 

仕入債務の減少額   △73,750 △46,290 △18,638 

組合出資預り金の増
減額 

  38,907 △27,707 81,063 

未払金の減少額   △52,614 - - 

その他   11,703 △1,834 △15,879 

小計   △76,976 △411,000 △308,396 

利息及び配当金の受
取額 

  6 578 520 

利息の支払額   △9,954 △13,659 △23,707 

法人税等の支払額   △79,385 - △79,385 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △166,309 △424,081 △410,969 



  
  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有形固定資産の取得
による支出 

  △323 △1,355 △483 

無形固定資産の取得
による支出 

  △168,000 △270 △168,912 

投資有価証券の取得
による支出 

  - △145,950 △547,750 

投資有価証券の分配
による収入 

  - 68,306 6,000 

出資金による支出   △24,500 △20,000 △100,000 

出資金回収による収
入 

  19,560 2,670 25,402 

短期貸付による支出   △2,000 △59,500 △113,002 

貸付金回収による収
入 

  - 22,140 46,362 

保証金の差入による
支出 

  △360 △25,000 △360 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △175,623 △158,959 △852,742 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入れによる純
増減額 

  150,000 △125,000 197,500 

長期借入れによる収
入 

  300,000 - 300,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △16,600 △16,600 △33,200 

社債の発行による収
入 

  1,787,690 - 1,787,690 

株式の発行による収
入 

  19,370 12,002 45,752 

少数株主からの払込
による収入 

  2,000 - 2,000 

自己株式取得による
支出 

  - △1,907 - 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  2,242,460 △131,505 2,299,743 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  - - - 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  1,900,527 △714,543 1,036,030 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  127,019 1,163,049 127,019 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  2,027,546 448,506 1,163,049 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

 子会社は全て連結してお

ります。 

子会社は全て連結しており

ます。 

 子会社は全て連結してお

ります。 

  (1）連結子会社の数 １社 (1)連結子会社の数 １社 (1）連結子会社の数 １社 

  (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 

  株式会社バズスタイル 株式会社バズスタイル 株式会社バズスタイル 

   なお、上記１社が平成

16年７月７日付で設立さ

れ、新たに子会社となっ

たため、当中間連結会計

期間より、新たに連結財

務諸表を作成しておりま

す。 

   なお、上記１社が平成

16年７月７日付で設立さ

れ、新たに子会社となっ

たため、当中間連結会計

期間より、新たに連結財

務諸表を作成しておりま

す。 

  (3）投資事業組合等の連結

の範囲に関する取扱い 

(3）投資事業組合等の連結

の範囲に関する取扱い 

(3）投資事業組合等の連結

の範囲に関する取扱い 

   投資事業組合等に対す

る出資のうち、当社の出

資持分が過半数を超える

投資事業組合が７ファン

ドありますが、投資事業

組合等の資産、負債及び

収益、費用は出資持分に

応じて各出資者に帰属す

る為、投資事業組合等は

子会社として取扱ってお

りません。 

 投資事業組合等に対す

る出資のうち、当社の出

資持分が過半数を超える

投資事業組合が１３ファ

ンドありますが、投資事

業組合等の資産、負債及

び収益、費用は出資持分

に応じて各出資者に帰属

する為、投資事業組合等

は子会社として取扱って

おりません。 

 投資事業組合等に対す

る出資のうち、当社の出

資持分が過半数を超える

投資事業組合が１０ファ

ンドありますが、投資事

業組合等の資産、負債及

び収益、費用は出資持分

に応じて各出資者に帰属

する為、投資事業組合等

は子会社として取扱って

おりません。 

２．持分法の適用に関する

事項 

持分法適用の関連会社数 関連会社にはすべて持分法 

を適用しております。 

  

(1)２社 (1)持分法適用の関連会社

数     １社 

  

(1)持分法適用の関連会社

数      同左 

  

  (2)会社等の名称 (2)会社等の名称 (2)会社等の名称 

  株式会社九天社 

株式会社ゾロリ・エン

ターテイメント 

株式会社九天社 同左 



  

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

    (3)前中間連結会計期間に

おいて持分法を適用し

ていた株式会社ゾロ

リ・エンターテイメン

トは当中間会計期間に

おいて影響力がなくな

ったことにより、関連

会社から除外しており

ます。 

(3)持分法を適用していな 

い関連会社（株式会社ゾ 

ロリ・エンターテイメント）

は当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しておりま

す。 

  (3)投資事業組合等の持分法

の適用に関する取扱い  

投資事業組合等に対する出

資のうち、当社の出資持分

が100分の20以上、100分の

50以下である投資事業組合

が４ファンドありますが、

投資事業組合等の資産、負

債及び収益、費用は出資持

分に応じて各出資者に帰属

する為、投資事業組合等は

関連会社として取扱ってお

りません。 

(4)投資事業組合等の持分法

の適用に関する取扱い  

投資事業組合等に対する出

資のうち、当社の出資持分

が100分の20以上、100分の

50以下である投資事業組合

が５ファンドありますが、

投資事業組合等の資産、負

債及び収益、費用は出資持

分に応じて各出資者に帰属

する為、投資事業組合等は

関連会社として取扱ってお

りません。 

(4)投資事業組合等の持分法 

の適用に関する取扱い 

  

   同左 

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

 連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致

しております。 

同左 連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しておりま

す。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  

  

 中間連結決算日の市

場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定） 

同左 連結決算日の市場価格 

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は売却原価は移

動平均法により算定）を採用

しております。 



項目 
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法第2条

第2項により有価証券とみな

されるもの）については、

組合契約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な

最近の決算書等を基礎と

し、持分相当額を純額で取

込む方法によっておりま

す。 

同左 

  ② たな卸資産 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

  商品・製品・仕掛品 商品・仕掛品 商品・仕掛品 

   個別法による原価法

を採用しております。 

同左 同左 

  (2）重要な減価償却資産の

減価償却 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却 

  ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  

  

 定率法を採用してお

ります。 

同左 同左 



項目 
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

   定額法を採用してお

ります。なお、自社利

用のソフトウェアにつ

いては、社内における

利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用

しております。 

同左 同左 

  ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

   定額法を採用してお

ります。 

同左 同左 

  (3）重要な引当金の計上基

準 

(3)重要な引当金の計上基

準 

(3)重要な引当金の計上基

準 

  貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 

   債権の貸倒れに備え

て、一般債権については

貸倒実績率により計上し

ており、貸倒懸念債権当

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

同左 同左 

  (4)重要なリース取引の処

理方法 

(4)重要なリース取引の処

理方法 

(4)重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

同左 同左 

  (5）ヘッジ会計の方法 (5)ヘッジ会計の方法 (5)ヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  

  

  

 金利スワップについ

ては特例処理の要件を

満たしておりますので

特例処理を採用してお

ります。 

同左 同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

  （ヘッジ手段） 同左 同左 

  金利スワップ     

  （ヘッジ対象）     

  借入金の利息     



  

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  

  

 借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で

行なっております。 

同左 同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の

方法 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

  

  

  

 金利スワップの特例

処理の要件を満たして

いるため、有効性の判

定を省略しておりま

す。 

同左 同左 

  (6）その他の中間連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

(6)その他の中間連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

(6)その他の連結財務諸表

作成のための基本とな

る重要な事項 

     

  ① 投資事業組合等への

出資金に係る会計処

理 

    － － 

   投資事業組合等への

出資金に係る会計処理

は、組合等の事業年度

の財務諸表及び事業年

度の中間会計期間に係

る中間財務諸表に基づ

いて、組合等の資産、

負債及び収益、費用を

当社の出資持分に応じ

て計上しております。 

    

  ② 消費税等の会計処理 ① 消費税等の会計処理 ① 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費

税の会計処理は税抜方

式によっております。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キ

ャッシュ・フロー計算

書）における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から3

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

－ （固定資産の減損に係る会計処理） － 

   当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

  

前中間連結会計期間
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

－ 営業投資有価証券及び投資有価証券の表示方法 

  

  

  

  

  

  

  

  

 「投資有価証券の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）

が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となるこ

と及び「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第

14号）が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当中間連結

会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資

（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされる）を、従来の

「営業出資金」、「出資金」から、それぞれ「営業投資有価証

券」、「投資有価証券」として表示しております。 

 なお、中間連結貸借対照表、中間連結キャッシュ・フロー計算書

への影響は以下のとおりであります。 

  （中間貸借対照表） 

   当中間連結会計期間の「営業投資有価証券」「投資有価証券」に

含まれる当該出資の額はそれぞれ1,065,127千円、787,446千円であ

り、前中間連結会計期間における「営業出資金」「出資金」に含ま

れる当該出資の額はそれぞれ931,293千円、243,830千円でありま

す。 

  （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

  営業活動によるキャッシュフロー 

   当中間連結会計期間の「営業投資有価証券の増減額」に含まれる

当該出資の額は192,256千円であり、前中間連結会計期間における

「営業出資金の減少額」に含まれる当該出資の額は199,700千円で

あります。 

  投資活動によるキャッシュ・フロー 

   当中間連結会計期間の「投資有価証券の取得による支出」「投資

有価証券の分配による収入」に含まれる当該出資の額はそれぞれ

7,250千円、68,306千円であり、前中間連結会計期間における「出

資金による支出」「出資金の回収による収入」に含まれる当該出資

の額はそれぞれ24,500千円、19,560千円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

（中間連結損益計算書関係） 

  

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は1,748千円です。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は  2,312 千円です。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は   1,968千円です。 

※２担保資産 ※２担保資産 ※２担保資産 

      － 関連会社（株）九天社の金融機関か

らの借入金に対し、定期預金

120,000千円を担保として差し入れ

ております。 

       － 

※３ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行なうため取

引銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。 

これらの契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 

※３ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行なうため取

引銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。 

これらの契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 

※３ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行なうため取

引銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。 

これらの契約に基づく当連結

会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

  
当座貸越限度額 700,000千円

借入実行残高 640,000千円

差引額 60,000千円

  
当座貸越限度額 700,000千円

借入実行残高 650,000千円

差引額 50,000千円

当座貸越限度額 700,000千円

借入実行残高 700,000千円

差引額 －千円

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．売上原価には、営業出資金か

ら生じた費用の金額が

231,154千円含まれておりま

す。 

※１．売上原価には、営業投資有価

証券から生じた費用の金額が

36,532 千円含まれておりま

す。 

※１．売上原価には、営業出資金か

ら生じた費用の金額が 

512,204 千円含まれておりま

す。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの

通りであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの

通りであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの

通りであります。 
  

支払手数料 68,228千円

従業員給与手当 59,585千円

役員報酬 32,280千円

貸倒引当金繰入
額 

5,706千円

  
支払手数料 94,198千円

従業員給与手当 81,580千円

役員報酬 39,400千円

貸倒引当金繰入
額 

1,890千円

支払手数料 99,963千円

従業員給与手当 128,988千円

役員報酬 70,380千円

貸倒引当金繰入
額 

4,075千円



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 
  
現金及び預金勘定 2,027,546千円

現金及び現金同等物 2,027,546千円

  
現金及び預金勘定 448,506千円

現金及び現金同等物 448,506千円

現金及び預金勘定 1,163,049千円

現金及び現金同等物 1,163,049千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円）

工具器具
備品 

20,293 7,387 12,906

合計 20,293 7,387 12,906

  

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

工具器具
備品 

28,339 13,372 14,967

合計 28,339 13,372 14,967

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

工具器具
備品 

28,339 10,128 18,210

合計 28,339 10,128 18,210

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

  

１年内 4,462千円

１年超 8,691千円

合計 13,153千円

  
１年内 5,460千円 

  (4,605千円)

１年超 9,895千円 

(3,454千円)

合計 15,356千円 

(8,059千円)

１年内 10,931千円 

  (4,605千円)

１年超 22,569千円 

(10,362千円)

合計 33,500千円 

(14,967千円)

  (注)上記の( )内書は、転貸リースに係る未経

過リース料期末残高相当額であります。 

同左 

  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び 

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
  

支払リース料 1,964千円

減価償却費相当額 1,804千円

支払利息相当額 195千円

  
支払リース料 3,546千円

減価償却費相当額 2,999千円

支払利息相当額 368千円

支払リース料 4,951千円

減価償却費相当額 4,545千円

支払利息相当額 516千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

  取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

証券投資信託 5,150 3,307 △1,843

合計 5,150 3,307 △1,843



２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

     なお、金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象から除いて

おります。 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 

 該当事項はありません。 

(2）その他有価証券 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 7,050

  取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

証券投資信託 5,150 4,134 △1,016

合計 5,150 4,134 △1,016

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)非上場株式 147,900  

(2)匿名組合出資金 1,852,573 

(3)その他 1,100 

合計 2,001,573 

  取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

証券投資信託 5,150 3,626 △1,523

合計 5,150 3,626 △1,523

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)非上場株式 9,200 

 (2)匿名組合出資金 1,750,825 

(3)その他 1,100 

合計 1,761,125 



当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

     なお、金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象から除いて

おります。 

  

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

     なお、金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象から除いて

おります。 

  

  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）において、デジタルコンテンツ業界における広範

かつ多種多様なアレンジメント業務（制作企画への投資、事業化に対するビジネス構造の構築・流通・配信等の支援、著

作権等の知的財産の管理・評価・資金調達のスキーム作り）を主としたデジタルコンテンツ・アレンジメント事業の売上

高及び営業利益（損失）の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益（損失）の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％超であるため事業の種類別セグメントの記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）において、デジタルコンテンツ業界における広範

かつ多種多様なアレンジメント業務（制作企画への投資、事業化に対するビジネス構造の構築・流通・配信等の支援、著

作権等の知的財産の管理・評価・資金調達のスキーム作り）を主としたデジタルコンテンツ・アレンジメント事業の売上

高及び営業利益（損失）の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益（損失）の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％超であるため事業の種類別セグメントの記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）において、デジタルコンテンツ業界における広範かつ

多種多様なアレンジメント業務（制作企画への投資、事業化に対するビジネス構造の構築・流通・配信等の支援、著作権

等の知的財産の管理・評価・資金調達のスキーム作り）を主としたデジタルコンテンツ・アレンジメント事業の売上高及

び営業利益（損失）の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益（損失）の金額の合計額に占める割合がいずれ

も90％超であるため事業の種類別セグメントの記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（当期）純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 10,676円82銭

１株当たり中間純損
失金額 

5,918円37銭

  

１株当たり純資産額 20,710円94銭

１株当たり中間純損
失金額 

5,135円10銭

１株当たり純資産額 9,366円37銭

１株当たり当期純損
失金額 

8,581円88銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失が計上されているため

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当た

り当期純損失が計上されているため

記載しておりません。 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

中間（当期）純損失（千円） 433,189 456,586 568,718 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純
損失（千円） 

433,189 456,586 568,718 

期中平均株式数 73,194株 88,914株 74,183株 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

2008年9月30日満期円貨

建転換社債型新株予約権

付社債（額面総額1,800

百万円） 

2008年9月30日満期円貨

建転換社債型新株予約権

付社債（額面総額100百

万円） 

2008年9月30日満期円貨

建転換社債型新株予約権

付社債（額面総額1,760

百万円） 

  第2回新株引受権（スト

ックオプション） 

－ 第2回新株引受権（スト

ックオプション） 

  平成13年6月20日定時株

主総会決議（予約権の数

160個） 

  平成13年6月20日定時株

主総会決議（予約権の数

60個） 

  第1回新株予約権（スト

ックオプション） 

第1回新株予約権（スト

ックオプション） 

第1回新株予約権（スト

ックオプション） 

  平成14年6月20日定時株

主総会決議（予約権の数

500個） 

平成14年6月20日定時株

主総会決議（予約権の数

240個） 

平成14年6月20日定時株

主総会決議（予約権の数

370個） 

  第2回新株予約権（スト

ックオプション） 

第2回新株予約権（スト

ックオプション） 

第2回新株予約権（スト

ックオプション） 

  平成15年6月19日定時株

主総会決議（予約権の数

164個） 

平成15年6月19日定時株

主総会決議（予約権の数

655個） 

平成15年6月19日定時株

主総会決議（予約権の数

800個） 

  第3回新株予約権（スト

ックオプション） 

第3回新株予約権（スト

ックオプション） 

第3回新株予約権（スト

ックオプション） 

  平成16年6月17日定時株

主総会決議（予約権の数

870個） 

平成16年6月17日定時株

主総会決議（予約権の数

870個） 

平成16年6月17日定時株

主総会決議（予約権の数

870個） 

  － 第4回新株予約権（スト

ックオプション） 

－ 

    平成17年6月17日定時株

主総会決議（予約権の数

845個） 

  

  なお、これらの概要は第

4「提出会社の状況」

「株式等の状況」(2）

［新株予約権等の状況］

に記載のとおりでありま

す。 

なお、これらの概要は第

4「提出会社の状況」

「株式等の状況」(2）

［新株予約権等の状況］

に記載のとおりでありま

す。 

なお、これらの概要は第

4「提出会社の状況」

「株式等の状況」(2）

［新株予約権等の状況］

に記載のとおりでありま

す。 



（重要な後発事象） 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 － 

  

  

  

  

  

  

１．転換社債型新株予約権付社債の 

権利行使について当中間連結会計期間

終了後、当社において平成17年10月1

日から平成17年11月25日までに転換社

債型新株予約権付社債の権利行使によ

る新株への転換が行なわれました。そ

の概要は次のとおりであります。 

1.転換社債型新株予約権付社債の権

利行使について当会計年度終了後、

当社において平成17年4月１日から

平成17年5月23日までに転換社債型

新株予約権付社債の権利行使による

新株への転換が行なわれました。そ

の概要は次のとおりであります。 

  

  

(1)転換社債型新株予約権付社債の減

少          100,000千円 

(1)転換方新株予約権付社債の減少 

    1,154,000千円 

  (2)資本金の増加額 (2)資本金の増加額 

         50,000千円      577,000千円 

  (3)資本準備金の増加額 (3)資本準備金の増加額 

         50,000千円      577,000千円 

  (4)増加した株式の種類及び株数 (4)増加した株式の種類及び株数 

  普通株式     1,941.74株 普通株式     11,203.84株 



  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 － 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(5)新株の配当起算日 

  平成17年10月1日 

２．平成17年9月5日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。 

(1)分割により増加する株式数 

 普通株式      93,429.77株 

(2)分割方法 

平成17年9月30日（金曜日）最終の株主

名簿および実質株主名簿に記載または

記録された株主の所有株式数を1株につ

き2株の割合をもって分割します。 

(3)日程 

 ・株式分割基準日 

      平成17年9月30日 

・効力発生日・新株式交付日 

     平成17年11月18日 

(4)配当起算日 

      平成17年10月1日 

当該株式分割が前期首に行なわれたと 

仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における1株当たり情

報並びに当期首に行なわれたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における1

株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。 

(5)新株の配当起算日 

  平成17年4月1日 

上記以降、平成17年5月24日から平

成17年6月23日までに、転換社債型

新株予約権付社債の権利行使による 

新株への転換が行なわれました。そ

の概要は次のとおりであります。 

(1)転換社債型新株予約権付社債の

減少        474,000千円 

(2)資本金の増加額 

          237,000千円 

(3)資本準備金の増加額 

          237,000千円 

(4)増加した株式の種類及び株数 

  普通株式    4,601.92株 

(5)新株の配当起算日 

  平成17年4月1日 

  

  

  
 
前中間連結
会計期間 

当中間連結
会計期間 

前連結会計
年度 

1株当たり純
資産額 

1株当たり純
資産額 

1株当たり純
資産額 

5,338円41銭 10,355円47銭 4,683円20銭

1株当たり中
間純損失金
額 

1株当たり中
間純損失金
額 

1株当たり当
期純損失金
額 

2,959円18銭 2,567円55銭 3,833円21銭

  



  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 － 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ３．平成17年11月25日開催の当社 

取締役会において第三者割当による

第5回新株予約権の発行及びコミット

メントライン契約の締結について決

議しております。 

ⅰ.新株予約権の発行 

内容は、以下のとおりであります。 

(1)新株予約権の数  160個 

(2)新株予約権の行使により発行され

る金額（株数） 

・新株予約権1個当たり25百万円 

 総額4,000百万円 

・行使により発行される株数は25百

万円を行使価格で除した数 

(3)当初の行使価額 

121,800円(11／24終値116,000円×

1.05) 

(4)行使価格の修正 

 毎週金曜日実施。月曜日～金曜日

の終値平均値の90％に上下修正。な

お、下限の行使価格は当初行使価額

の50％の60,900円とする。 

(5)行使請求期間 

平成17年12月14日～平成19年6月13日

(6)譲渡制限 

 取締役会の承認を要する。 

(7)割当先 

 日興シティグループ証券株式会社 

(8)新株予約権の発行価額 

 １個当たり125,000円 

  （総額20百万円） 

(9)払込期日 平成17年12月12日 

ⅱ.コミットメントライン契約の締結

本新株予約権の行使により機動的に 

資金調達を行なうことを目的として 

、本新株予約権の割当先である日興

シティグループ証券株式会社と以下 

の内容のコミットメントライン契約 

を締結しております。 

(1)予約権の行使 

 ・当社は予約権の行使の指示を日

興シティグループ証券株式会社に

対して行なう。 

  

  

2.ストックオプションについて 

 当社は、平成17年５月27日開催の取締

役会及び平成17年６月23日の定時株主総

会の決議に基づき、当社の取締役、監査

役及び従業員に対し、商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づき、新株

予約権の付与(ストックオプション)を行

なっております。 

〔ストックオプションの内容〕 

(1)株式の種類：普通株式      

(2)新株予約権の予定総数：1,000個 

(3)新株予約権の発行価額：無償 

(4)1株当たりの払込金額： 

新株予約権を発行する日の属する月の前

月の各日（取引が成立していない日を除

く。）の東京証券取引所における当社株

式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じ

た金額（1円未満の端数は切り上げ）と

する。但し、当該金額が新株予約権発行

日の終値（取引が成立しない場合はその

前日の終値）を下回る場合は、当該終値

とする。 

(5)払込予定期間：平成19年６月24日か

ら平成27年３月31日まで 

(6)新株予約権の譲渡制限：新株予約権

を譲渡するときは、取締役会の承認を要

する。 

     



前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 － 

  

・日興シティグループ証券株式 

会社は20取引日目の日までに権利行

使をおこなう。 

・日興シティグループ証券株式 

会社は当社の指示がない限り、権利

行使は行なわない。但し、日興シテ

ィグループ証券株式会社より権利行

使の希望があり、当社がそれを承諾

した場合に限り行使できるものとす

る。但し、当社が承諾した日から起

算して６営業日までに行使するもの

とする。 

  

     

  (2)1回に行使できる予約権の数・行

使される金額 

  

    20個  金額500百万円までとす

る。 

  

  (3)行使の制限   

   ①行使金額の制限   

   新株予約権の行使価額が当初の 

行使価額である121,800円の60％であ

る73,080円を下回った場合には、 

当社は行使の指示を行なうことがで

きない。 

  

  ②期間の制限   

   権利行使を通知した翌日から、20

取引日目または、その行使指示によ

って新株予約権がすべて行使された

日のいずれか早い方の日までは当社

は、次の権利行使の指示を行なうこ

とができない。 

  

   ③重要事実等の発生   

   業務等に関して、重要事実（イン

サイダー情報）がある場合や当社及

び関係会社の財政状態や経営成績に 

重大な悪影響を及ぼす事態が発生し

た場合、権利行使ができない。 

  

  (4)権利行使最終の１ヶ月間の取扱

い。 

  

  ・当社は、平成19年5月10日以降、権

利行使は出来ない。 

・日興シティグループ証券株式会社 

は、平成19年5月11日から平成19年6 

月13日までの間、今までの新株予約

権の権利行使が32個(金額800百万円)

に達していない場合、32個に達する

まで自由に権利行使できる。 

  



  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 － (5)コミットメントフィー   

  本新株予約権の行使請求期間内にお

いて、当社の権利行使指示により日

興シティグループ証券株式会社が 

本新株予約権の権利行使義務を負う

ことの対価として、当社は日興シテ

ィグループ証券株式会社に、新株予

約権１個あたり104,000円（総額 

16,640,000円）を支払うものとす

る。 

  



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金 ※２ 2,016,452  444,396 1,148,813  

２ 売掛金   139,257  133,562 340,415  

３ 営業投資有価証券   -  1,065,127 906,395  

４ 営業出資金   934,392  - 797  

５ たな卸資産   207,697  279,390 382,847  

６ 貸付金   2,000  64,000 49,140  

７ 前払費用   10,879  6,453 5,850  

８ 繰延税金資産   101,123  - -  

９ その他 ※３ 24,868  93,252 47,056  

１０ 貸倒引当金   △2,964  △1,890 -  

流動資産合計    3,433,709 84.4 2,084,293 60.3  2,881,317 70.2

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※１ 1,097  1,762 908  

２ 無形固定資産       

(1）ソフトウェア   224,600  172,490 198,865  

(2）その他   1,083  1,630 1,359  

無形固定資産合計   225,684  174,120 200,225  

３ 投資その他の資産       

(1）投資有価証券   62,607  998,580 916,356  

(2）出資金   297,485  92,295 44,965  

(3）その他   35,993  107,064 60,497  

(4）貸倒引当金   △4,413  △9,243 △9,243  

投資その他の資産
合計 

  391,673  1,188,697 1,012,576  

固定資産合計    618,455 15.2 1,364,580 39.5  1,213,710 29.5

Ⅲ 繰延資産    14,767 0.4 7,658 0.2  11,212 0.3

資産合計    4,066,932 100.0 3,456,532 100.0  4,106,240 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 買掛金   80,703  89,524 135,814  

２ 短期借入金 ※４ 890,000  812,500 937,500  

３ 1年以内返済予定
長期借入金 

  33,200  33,200 33,200  

４ 未払金   31,995  17,459 17,942  

５ 未払法人税等   1,583  3,460 2,959  

６ 預り金   17,082  4,491 4,052  

７ 組合出資預り金   69,596  90,670 118,377  

８ その他   5,159  5,778 11,554  

流動負債合計    1,129,320 27.8 1,057,083 30.6  1,261,400 30.7

Ⅱ 固定負債       

 １ 長期借入金   341,900  308,700 325,300  

２ 社債   1,800,000  100,000 1,760,000  

固定負債合計    2,141,900 52.6 408,700 11.8  2,085,300 50.8

負債合計    3,271,220 80.4 1,465,783 42.4  3,346,700 81.5

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    598,598 14.7 1,471,692 42.6  635,691 15.5

Ⅱ 資本剰余金       

  資本準備金   510,198  1,383,292 547,291  

  資本剰余金合計    510,198 12.6 1,383,292 40.0  547,291 13.3

Ⅲ 利益剰余金       

  中間(当期)未処理損
失 

  311,987  861,277 421,883  

利益剰余金合計    △311,987 △7.7 △861,277 △24.9  △421,883 △10.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   △1,096 △0.0 △1,016 △0.0  △1,523 △0.0

Ⅴ 自己株式    - - △1,943 △0.0  △36 △0.0

資本合計    795,712 19.6 1,990,748 57.6  759,540 18.5

負債及び資本合計    4,066,932 100.0 3,456,532 100.0  4,106,240 100.0

        



②【中間損益計算書】 

  

  

  次へ 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   256,603 100.0 353,870 100.0  1,213,144 100.0

Ⅱ 売上原価 ※５ 491,248 191.4 550,018 155.4  1,211,709 99.9

売上総損失   234,645 △91.4 196,147 △55.4  - -

売上総利益   - -  1,434 0.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※５ 262,301 102.2 319,643 90.3  505,601 41.7

営業損失   496,946 △193.7 515,791 △145.8  504,166 △41.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,772 0.7 92,617 26.2  40,468 3.3

Ⅴ 営業外費用 ※２ 18,660 7.3 15,745 4.5  34,547 2.8

経常損失   513,834 △200.2 438,918 △124.3  498,244 △41.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 3,497 1.4 - -  - -

Ⅶ 特別損失 ※４ - - - -  21,135 1.7

税引前中間（当期）
純損失 

  510,337 △198.9 438,918 △124.0  519,380 △42.8

法人税、住民税及び
事業税 

  475  475 950  

法人税等調整額   △91,445 △90,970 35.5 - 475 △0.1 8,931 9,881 △0.8

中間（当期）純損失   419,366 △163.4 439,393 △124.2  529,261 △43.6

前期繰越利益   107,378 -  107,378 

前期繰越損失   - 421,883  - 

中間(当期)未処理損
失 

  311,987 861,277  421,883 

       



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法

を採用しております。 

同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

   時価のあるもの  時価のあるもの  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

を採用しております。 

同左  決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採

用しております。 

   時価のないもの  時価のないもの  時価のないもの 

   移動平均法による原価

法を採用しております。 

 移動平均法による原価

法を採用しております。 

 なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類する

組合への出資（証券取引

法第2条第2項により有価

証券とみなされるもの）

については、組合契約に

規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の

決算書等を基礎とし、持

分相当額を純額で取込む

方法によっております。 

同左 

  (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

   商品・製品・仕掛品  商品・仕掛品  商品・仕掛品 

   個別法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法を採用しており

ます。 

同左 同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しており

ます。なお、自社利用の

ソフトウェアについて

は、社内における利用可

能期間(5年)に基づく定額

法を採用しております。 

同左 同左 

  (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3)長期前払費用 

   定額法を採用しており

ます。 

同左 同左 



  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 

   債権の貸倒れに備えて、

一般債権については貸倒実

績率により計上しており、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

同左 同左 

４．リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 同左 同左 

   金利スワップについては

特例処理の要件を満たして

おりますので特例処理を採

用しております。 

    

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象     

  （ヘッジ手段）     

    金利スワップ     

  （ヘッジ対象）     

    借入金の利息     

  ③ヘッジ方針     

   借入金の金利変動リスク

を回避する目的で行ってお

ります。 

    

  ④ヘッジ有効性評価の方法     

   金利スワップの特例処理

の要件を満たしているため 

有効性の判定を省略してお

ります。 

    

６．その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

－ （固定資産の減損に係る会計処理） － 

   当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

  

前中間会計期間
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

組合出資預り金表示方法 営業投資有価証券及び投資有価証券の表示方法 

 前中間会計期間まで「預り金」に含めていた「組合

出資預り金」は、金額的重要性が増した為、当中間会

計期間より区分掲記しております。 

 前中間会計期間末の「預り金」に含まれる「組合出

資預り金」の残高は15,061千円であります。 

  

ソフトウェアの表示方法 

 前中間会計期間まで無形固定資産に含まれた「ソフ

トウェア」は、当中間会計期間末現在で金額が総資産

の100分の5を超えたので区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間末の「ソフトウェア」の金額

は51,081千円であります。 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97条）が平成16年6月9日に公布され、平成16年

12月1日より適用となること及び「金融商品会計に関

する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成

17年2月15日付で改正されたことに伴い、当中間会計

期間から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法第2条第2項により有価証券とみ

なされる）を、従来の「営業出資金」、「出資金」か

ら、それぞれ「営業投資有価証券」、「投資有価証

券」として表示しております。 

 なお、当中間会計期間の「営業投資有価証券」「投

資有価証券」に含まれる当該出資の額はそれぞれ

1,065,127千円、787,446千円であり、前中間会計期間

における「営業出資金」「出資金」に含まれる当該出

資の額はそれぞれ931,293千円、243,830千円でありま

す。 



追加情報 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

営業出資金の表示方法 － － 

当社は前事業年度下期において、現

状ならびに将来における事業内容の

検討を行ないました。その結果、投

資事業組合等に対する出資の全て

を、従来デジタルコンテンツ投資関

連業務に付随するものとしておりま

したが、このうち当社が投資事業組

合財産の運用・管理に携わっている

ものを事業活動の一環として位置付

けることとしました。これに伴い、

従来、固定資産の「出資金」と表示

しておりました投資組合等に対する

出資金を、流動資産の「営業出資

金」へ振替えております。 

前中間会計期間末の出資金に含まれ

る「営業出資金」の残高は496,621

千円であります。 

    



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

（中間損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、1,748千円です。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,312 千円です。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、1,968 千円です。 

※２ 担保資産 ※２ 担保資産 ※２ 担保資産 

－  関連会社（株）九天社の金

融機関からの借入金に対し、

定期預金120,000千円を担保と

して差し入れております。 

－ 

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、金額的

重要性が乏しい為、流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。 

  

同左 

  

────── 

 ※４ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

銀行 4行と当座貸越契約を締

結しております。これらの契

約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

 ※４ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

銀行 4 行と当座貸越契約を

締結しております。これらの

契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

 ※４ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

銀行 4 行と当座貸越契約を

締結しております。これらの

契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおり

であります。 
  

当座貸越限度額 700,000千円 

借入実行残高 640,000千円 

差引額 60,000千円 

 
当座貸越限度額 700,000千円 

借入実行残高 650,000千円 

差引額 50,000千円 

当座貸越限度額 700,000千円 

借入実行残高 700,000千円 

差引額 －千円 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月 1日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月 1日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月 1日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
  

受取利息 145千円

受取手数料 1,294千円

 
組合損益分配額 90,312千円

受取利息 1,946千円

組合損益分配額 38,970千円

受取利息 741千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 9,697千円

株式分割費用 3,565千円

新株発行費償却 1,503千円

社債発行費償却 2,051千円

 

  

支払利息 12,140千円

社債発行費償却 2,051千円

新株発行費償却 1,503千円
  

支払利息 21,467千円

社債発行費償却 4,283千円

新株発行費償却 3,016千円

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 
  

貸倒引当金戻入 3,617千円 ────── ────── 

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

────── ────── 投資事業組合損
失負担額 

21,135千円

※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 283千円

無形固定資産 22,320千円

 
有形固定資産 442千円

無形固定資産 26,433千円

有形固定資産 631千円

無形固定資産 48,690千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円）

工具器具
備品 

20,293 7,387 12,906

合計 20,293 7,387 12,906

  

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

工具器具
備品 

28,339 13,372 14,967

合計 28,339 13,372 14,967

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

工具器具
備品 

28,339 10,128 18,210

合計 28,339 10,128 18,210

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

  

１年内 4,462千円

１年超 8,691千円

合計 13,153千円

  
１年内   5,460千円 

  (4,605千円)

１年超  9,895千円 

(3,454千円)

合計  15,356千円 

 (8,059千円)

１年内  10,931千円 

  (4,605千円)

１年超  25,569千円 

(10,362千円)

合計  33,500千円 

(14,967千円)

  (注)上記の( )内書は、転貸リースに係る未

経過リース料期末残高相当額であります。 

同左 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
  

支払リース料 1,964千円

減価償却費相当額 1,804千円

支払利息相当額 195千円

  
支払リース料 3,546千円

減価償却費相当額 2,996千円

支払利息相当額 368千円

支払リース料 4,951千円

減価償却費相当額 4,545千円

支払利息相当額 516千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

       同左        同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

       同左        同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年9月30日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末（平成17年9月30日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末（平成17年3月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 



（１株当たり情報） 

  

（重要な後発事象） 

  

前中間会計期間 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

中間連結財務諸表を作成しているた

め、記載を省略しております。 

中間連結財務諸表を作成しているた

め、記載を省略しております。 

連結財務諸表を作成しているため記

載を省略しております。 

前中間会計期間 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

─── 

  

  

  

  

１．転換社債型新株予約権付社債の権利行

使について当中間会計期間終了後、当社に

おいて平成17年10月１日から平成17年11月

25日までに転換社債型新株予約権付社債の

権利行使による新株への転換が行なわれま

した。その概要は次のとおりであります。 

(1)転換社債型新株予約権付社債の減少 

     100,000千円 

(2)資本金の増加額 

       50,000千円 

(3)資本準備金の増加額 

       50,000千円 

(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式       1,941.74株 

1.転換社債型新株予約権付社債の

権利行使について当会計年度終了

後、当社において平成17年4月１

日から平成17年5月23日までに転

換社債型新株予約権付社債の権利

行使による新株への転換が行なわ

れました。その概要は次のとおり

であります。 

(1)転換方新株予約権付社債の減少 

    1,154,000千円 

(2)資本金の増加額 

     577,000千円 

(3)資本準備金の増加額 

     577,000千円 

(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式   11,203.84株 

─── 

  

  

  

  

(5)新株の配当起算日 

  平成17年10月1日 

２．平成17年9月5日開催の当社取締役会 

の決議に基づき、次のように株式分割による

新株式を発行しております。 

(1)分割により増加する株式数 

 普通株式         93,429.77株 

(2)分割方法 

平成17年9月30日（金曜日）最終の株主名簿

および実質株主名簿に記載または記録された

株主の所有株式数を1株につき2株の割合をも

って分割します。 

(3)日程 

 ・株式分割基準日 

      平成17年9月30日 

・効力発生日・新株式交付日 

     平成17年11月18日 

(4)配当起算日 

      平成17年10月1日 

(5)新株の配当起算日 

  平成17年4月1日 

上記以降、平成17年5月24日から

平成17年6月23日までに、転換社

債型新株予約権付社債の権利行使

による新株への転換が行なわれま

した。その概要は次のとおりであ

ります。 

(1)転換社債型新株予約権付社債

の減少      474,000千円 

(2)資本金の増加額 

         237,000千円 

(3)資本準備金の増加額 

         237,000千円 

(4)増加した株式の種類及び株数 

  普通株式   4,601.92株 

(5)新株の配当起算日 

  平成17年4月1日 

  



  

前中間会計期間 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

─── 

  

  

  

  

３．平成17年11月25日開催の当社 

取締役会において第三者割当による第5回新

株予約権の発行及びコミットメントライン契

約の締結について決議しております。 

ⅰ．新株予約権の発行 

内容は、以下のとおりであります。 

(1)新株予約権の数  160個 

(2)新株予約権の行使により発行される金額

（株数） 

・新株予約権1個当たり25百万円 

 総額4,000百万円 

・行使により発行される株数は25百万円を行

使価格で除した数 

(3)当初の行使価額 

121,800円(11／24終値116,000円×1.05) 

(4)行使価格の修正 

 毎週金曜日実施。月曜日～金曜日の終値平

均値の90％に上下修正。なお、下限の行使価

格は当初行使価額の50％の60,900円とする。

(5)行使請求期間 

平成17年12月14日～平成19年6月13日 

(6)譲渡制限 

 取締役会の承認を要する。 

(7)割当先 

 日興シティグループ証券株式会社 

(8)新株予約権の発行価額 

 １個当たり125,000円 

  （総額20百万円） 

(9)払込期日 平成17年12月12日 

ⅱ．コミットメントライン契約の締結 

本新株予約権の行使により機動的に 

資金調達を行なうことを目的として 

、本新株予約権の割当先である日興シティグ

ループ証券株式会社と以下 

の内容のコミットメントライン契約 

を締結しております。 

(1)予約権の行使 

 ・当社は予約権の行使の指示を日興シティ

グループ証券株式会社に対して行なう。 

  

  

  

２．ストックオプションについて 

 当社は、平成17年５月27日開催の

取締役会及び平成17年６月23日の定

時株主総会の決議に基づき、当社の

取締役、監査役及び従業員に対し、

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づき、新株予約権の付与

(ストックオプション)を行なってお

ります。 

〔ストックオプションの内容〕 

(1)株式の種類：普通株式     

(2)新株予約権の予定総数：1,000個

(3)新株予約権の発行価額：無償 

(4)1株当たりの払込金額： 

新株予約権を発行する日の属する月

の前月の各日（取引が成立していな

い日を除く。）の東京証券取引所に

おける当社株式普通取引の終値の平

均値に1.05を乗じた金額（1円未満

の端数は切り上げ）とする。但し、

当該金額が新株予約権発行日の終値

（取引が成立しない場合はその前日

の終値）を下回る場合は、当該終値

とする。 

(5)払込予定期間：平成19年６月24

日から平成27年３月31日まで 

(6)新株予約権の譲渡制限：新株予

約権を譲渡するときは、取締役会の

承認を要する。 

  



  

前中間会計期間 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成16年9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日） 

─── 

  

  

  

  

・日興シティグループ証券株式 

会社は20取引日目の日までに権利行使をお

こなう。 

・日興シティグループ証券株式 

会社は当社の指示がない限り、権利行使は行

なわない。但し、日興シティグループ証券株

式会社より権利行使の希望があり、当社がそ

れを承諾した場合に限り行使できるものとす

る。但し、当社が承諾した日から起算して６

営業日までに行使するものとする。 

  

  (2)1回に行使できる予約権の数・行使される

金額 

  

    20個  金額500百万円までとする。   

  (3)行使の制限   

   ①行使金額の制限   

   新株予約権の行使価額が当初の 

行使価額である121,800円の60％である

73,080円を下回った場合には、 

当社は行使の指示を行なうことができない。

  

  ②期間の制限   

   権利行使を通知した翌日から、20取引日目

または、その行使指示によって新株予約権が

すべて行使された日のいずれか早い方の日ま

では当社は、次の権利行使の指示を行なうこ

とができない。 

  

   ③重要事実等の発生   

   業務等に関して、重要事実（インサイダー

情報）がある場合や当社及び関係会社の財政

状態や経営成績に 

重大な悪影響を及ぼす事態が発生した場合、

権利行使ができない。 

  

  (4)権利行使最終の１ヶ月間の取扱い。   

  ・当社は、平成19年5月10日以降、権利行使

は出来ない。 

・日興シティグループ証券株式会社 

は、平成19年5月11日から平成19年6月13日ま

での間、今までの新株予約権の権利行使が32

個(金額800百万円)に達していない場合、32

個に達するまで自由に権利行使できる。 

  



  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 － (5)コミットメントフィー   

  本新株予約権の行使請求期間内にお

いて、当社の権利行使指示により日

興シティグループ証券株式会社が 

本新株予約権の権利行使義務を負う

ことの対価として、当社は日興シテ

ィグループ証券株式会社に、新株予

約権１個あたり104,000円（総額 

16,640,000円）を支払うものとす

る。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

１ 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第10期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日関東財務局長に提出。 

２ 有価証券届出書及びその添付書類 

 平成17年11月25日関東財務局長に提出。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成16年12月27日

株式会社 ジャパン・デジタル・コンテンツ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパン・

デジタル・コンテンツの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年

9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 進 藤 直 滋 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 居 伸 浩 

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月26日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡山 賢治  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 田島 芳朗  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の平成17年４月

１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）

に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテン

ツ）及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は転換社債型新株予約権付社債の権利行使による新株への転換、平

成17年11月18日を効力発生日とする株式の分割、平成17年12月12日を払込期日とする第三者割当による新株予約権の

発行及びコミットメントライン契約の締結を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管している。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成16年12月27日

株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパン・

デジタル・コンテンツの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第10期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9

月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ジャパン・デジタル・コンテンツの平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1日から

平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 進 藤 直 滋 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 居 伸 浩 

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月26日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡山 賢治  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 田島 芳朗  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の平成17年４月

１日から平成18年３月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の平

成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は転換社債型新株予約権付社債の権利行使による新株への転換、平

成17年11月18日を効力発生日とする株式の分割、平成17年12月12日を払込期日とする第三者割当による新株予約権の

発行及びコミットメントライン契約の締結を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管している。 
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